
１．入院基本料について

　１）　当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

　　　　当院の１・３病棟（４２床）では、一般病棟入院基本料（急性期一般入院基本料４）の届出を行っており、日勤・

　　　夜勤あわせて入院患者様１０人に対して１人以上の看護職員（看護師）を配置し、交代で２４時間看護を行っております。

　　　　なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。　

　　　　また、入院患者２５人に対して１人以上の看護補助者を配置しております。

　２）　当院の１病棟（２８床）では、地域包括ケア入院医療管理料２の届出を行っており、日勤・夜勤あわせて入院患者様１３

　　　人に対して１人以上の看護職員（看護師）を配置し、交代で２４時間看護を行っております。

　　　　なお、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。

２．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、意思決定支援及び身体的拘束の最小化について

　　　当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、７日以内に文書に

　　よりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、意思決定支援

　　及び身体的拘束の最小化についての基準を満たしております。

３．明細書発行体制について

　　　当院では、領収書の発行の際に、診療明細書も無料で発行されます。また、公費負担医療費の受給者で自己負担のない方に

　　ついても、無料で発行いたします。

　　　明細書には薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、明細書の発行を希望され

　　ない方は、事前に申し出てください。

４．東北厚生局青森事務所長への届出事項について 令和８年２月１日更新

　　　当院では、以下の事項について東北厚生局青森事務所長への届出を行い受理されております。

【 基本診療料 】 【 特掲診療料 】

情報通信機器を用いた診療に係る基準 小児運動器疾患指導管理料

医療ＤＸ推進体制整備加算 二次性骨折予防継続管理料１

一般病棟入院基本料（急性期一般入院基本料４） 二次性骨折予防継続管理料２

救急医療管理加算 二次性骨折予防継続管理料３

診療録管理体制加算３ 夜間休日救急搬送医学管理料の注３に掲げる救急搬送看護体制加算

急性期看護補助体制加算（２５：１） がん治療連携指導料

重症者等療養環境特別加算 薬剤管理指導料

医療安全対策加算１ 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料

感染対策向上加算２ 医療機器安全管理料１

患者サポート体制充実加算 在宅医療ＤＸ情報活用加算

褥瘡ハイリスク患者ケア加算 在宅時医学総合管理料及び施設入居等医学総合管理料

後発医薬品使用体制加算３ 在宅患者訪問看護・指導料

データ提出加算 検体検査管理加算(Ⅱ)

入退院支援加算１ ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

認知症ケア加算２ 外来化学療法加算２

せん妄ハイリスク患者ケア加算 無菌製剤処理料

地域包括ケア入院医療管理料２ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

看護職員処遇改善評価料７４ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)

【 入院時食事療養等 】 医科点数表第２章第９部処置の通則の５に掲げる処置の休日加算１

入院時食事療養(Ⅰ) 医科点数表第２章第９部処置の通則の５に掲げる処置の時間外加算１

医科点数表第２章第９部処置の通則の５に掲げる処置の深夜加算１

【 その他届出 】 医科点数表第２章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算１

酸素単価 医科点数表第２章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算１

医科点数表第２章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算１

胃瘻造設術

輸血管理料Ⅱ

厚生労働大臣が定める掲示事項



輸血適正使用加算

人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

入院ベースアップ評価料９６

５．特別の療養環境の提供

　　特別個室（３,３００円）【１病棟】１１１号室、１１２号室

 　　　　　　　　　　　　　【３病棟】３２２号室

　　特別個室（２,２００円）【１病棟】１０３号室、１０５号室

 　　　　　　　　　　　　　【３病棟】３０６号室、３０７号室、３０８号室、３１０号室、３１１号室

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１７号室、３１８号室、３２０号室、３２１号室、３２３号室

６．保険外負担に関する事項ついて

　　　当院では、病衣貸与料、紙おむつ代、各種診断書などにつきまして、その利用日数、使量回数等に応じた実費のご負担

　　をお願いしております。（詳細は別紙料金表）

７．入院時食事療養について

　　　当院では、入院時食事療養費Ⅰの届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（朝食：午前８時、昼

　　食：午後０時、夕食：午後６時）、適温で提供しております。

８．当院において令和７年１月１日から令和７年１２月３１日までに行った手術件数は下記のとおりです。

９．静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について

　　　当院では、外来および各病棟に静脈採血・静脈注射または留置針によるルート確保ができる看護師を配置しております。

●主要手術件数（期間：令和７年１月～令和７年１２月）

医科点数表第２章第１０部手術の通則の５及び６に掲げる手術の実施状況
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令和８年２月１日掲示

区分１に分類される手術 手術の件数

頭蓋内腫瘤摘出術等

黄斑下手術等

鼓室形成手術等

肺悪性腫瘍手術等

経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術

区分２に分類される手術 手術の件数

靱帯断裂形成手術等 22
水頭症手術等

鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等

尿道形成手術等

角膜移植術

肝切除術等

子宮附属器悪性腫瘍手術等

区分３に分類される手術 手術の件数

上顎骨形成術等

上顎骨悪性腫瘍手術等

バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）

母指化手術等

内反足手術等

食道切除再建術等

同種死体腎移植術等

区分４に分類される手術の件数

その他の区分に分類される手術 手術の件数

人工関節置換術及び人工股関節置換術（手術支援装置を用いるも
の） 64

乳児外科施設基準対象手術

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないものを含
む。）及び対外循環を要する手術

経皮的冠動脈形成術

経皮的冠動脈粥腫切除術

　　　　　（その他のもの）

経皮的冠動脈ステント留置術

　内訳　（急性心筋梗塞に対するもの）

　　　　　（その他のもの）

　内訳　（急性心筋梗塞に対するもの）

　　　　　（不安定狭心症に対するもの）

　　　　　（不安定狭心症に対するもの）


